
静岡市技能功労者表彰要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、長年において同一業種に従事し、技術の練磨及び後進の育成等に尽

力することにより本市の産業の向上に寄与し、又は功績のあった技能者を静岡市技能功

労者（以下「技能功労者」という。）として表彰することに関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（技能功労者） 

第２条 技能功労者は、別表第１に定める職又は市長がこれに準ずると認める職に従事す

る者で次の要件のすべてを満たしているものとする。 

（１）静岡市に住所を有し、かつ、静岡市内において勤務するもの 

（２）技能功労者の決定を受けようとする年の 11月１日現在において、同一の職に 30年

以上従事しているもの 

（３）年齢 60 歳以上のもの 

（４）技能の研鑚、後進の指導育成に努め、優れた技能をもって本市の産業及び市民生活

の向上に貢献しているもの 

（技能功労者の推薦） 

第３条 別表第１に定める職にある者において構成する団体(以下「技能職団体」という。)

は、当該団体の構成員に技能功労者として推薦しようとするものがある場合は、市長に

技能功労者推薦書（別記様式）を提出するものとする。 

（技能功労者の決定） 

第４条 市長は、前条の規定による推薦を受けたときは、当該推薦を受けた者が技能功労

者の要件を満たしているか、否かについて静岡市附属機関設置条例（平成 30 年静岡市

条例第 17 号）別表第１に規定する静岡市技能功労者選考委員会に諮問し、適当と認め

たときは当該推薦を受けた者を技能功労者として決定する。この場合において前条の規

定による推薦を受けた者が、本市の産業及び市民生活に関し、既に別表第２に定める表

彰を受け、又は検定に合格しているときは、当該委員会への諮問を省略することができ

る。 

（表彰） 

第５条 技能功労者には、表彰状等を贈り、表彰する。 



２ 前項の表彰は、技能功労者として決定された日以後の 11 月から同日の属する日の年

度の末日までに行うものとする。 

（追彰） 

第６条 表彰を受けるべき技能功労者が、表彰の日以前に死亡したときは、追彰し、表彰

状等は遺族に贈る。 

（会議） 

第７条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の

決するところによる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、経済局商工部産業政策課において処理する。 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成17年９月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

別表第１（第２条、第３条関係） 

調理師 

写真師 

あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ指圧師 

紳士服仕立職 

印章彫刻士 

寝具職 

とび職 

造園工 

鉄工 

自動車板金塗装職 

印刷工 

水産加工職 

板金工 

洋裁 

製菓製造職 

美容師 

はり師 

和裁士 

畳職 

木型工 

屋根職 

配管工 

電気工事士 

鋳物工 

おけ・たる製造職 

折箱製造職 

ガラス職 

広告美術 

豆腐製造職 

理容師 

きゅう師 

染め物・洗い張り職 

左官 

塗装看板職 

レンガ・タイル工 

石工 

自転車組立修理職 

研磨職 

かわら製造職 

家具製造職 

時計修理師 

フラワー装飾 

麺類製造職 

柔道整復師 

履物製造職 

クリーニング師 

建具職 

のこぎり目立職 

表具師 

大工 

自動車整備士 

かじ職 

製材工 

竹細工職 

貴金属工芸 

その他市長が認めた職種 

別表第２（第４条関係） 

（１）静岡県優秀技能者功労表彰に関する要綱（平成元年７月 11 日静岡県告示第 646

号）に基づく表彰 

（２）社団法人静岡県技能士会連合会優秀技能士表彰規程（昭和 62 年４月１日施行）

に基づく表彰 

（３）職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）の規定に基づく技能検定 

（４）市長が適当と認める者による表彰又は検定 

 


